
第 139 回伊達市災害対策本部会議 
平成 24 年 11 月 20 日（火） 

10 時 00 分～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 
1 放射能対策関係 
（1）除染業務の進捗状況について 
 
 
 
 
（2）県内自主避難者への借上げ住宅支援に関する要望書の提出について 
 
 
 
 
（3）除染推進センターだより（第 13 号）の発行について 
 
 
 
 
（4）農業情報誌「たがやす」（第 5 号）の発行について 
 
 
 
 
 
2 その他 
（1）災害対策号（第 70 号）の発行について 
 
 
 
 
 
 
 
 
次回  12/11（火）  17 時 00 分  ～ 
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第 139 回本部会議の概要について 

1 実施日時等 
平成 24 年 11 月 20 日（火） 10：00～10：45 

 

2 内容 
1 放射能対策関係 
（1）除染業務の進捗状況について 

放射能対策課長が資料により説明した。 

11 月 15 日現在における進捗状況である。A エリアの作業状況では、霊山町小国工区の上小国

中島行政区で仮置場の測量・造成中である。 

仮置場の確保状況に関しては、霊山町掛田工区で新たに 2 箇所の仮置場を確保した。 

B エリアの作業状況では、月舘町糠田地区で仮置場確保の契約が完了した。その他の詳細は資

料に掲載のとおりである。 

（市民生活部長） 

A エリアは、工区ごとに進捗が異なる。次回の会議までに、工区ごとの完了予定、工程、進捗

状況をよりわかりやすく示したい。 

（市長） 

保原町富成地区では、あまり除染が進んでいないと思われる。今後の進捗見通しはどうか。 

（放射能対策課長） 

富成地区は山手が多く、宅地から近い山林部分の除去に時間がかかる。1 件あたりの除染に費

やす時間が多い。また、仮置場の設置が進まない町内会に関しては、宅地内に仮々置きができ

るところから除染作業を進めている。除染が進まない背景には、仮置場確保の遅れによる影響

もある。除染作業の進捗に関しては、体制も整備され、200 名体制で進めており、今後の会議

で報告したい。 

（市長） 

仮置場の設置は進んだため、仮置場管理の比重は次第に下げてもかまわないであろう。今後は

除染の進捗管理を行い、雪が降るまでにできるだけ進めること。 

 

（2）県内自主避難者への借上げ住宅支援に関する要望書の提出について 

市民生活課長が資料により説明した。 

県内自主避難者への借上げ住宅支援制度に関しては、11/8 に県実施の担当者会議が行われた。

当制度は、借上げ住宅支援の対象が拡大されたものの、市内で線量の高い地域から低い地域へ

避難した世帯は対象にならない。また、住宅支援の期間は、申請の受付が始まる平成 24 年 11

月からで遡及しない。そのため、市内における避難世帯も対象に含めること及び支援の期間に

ついて遡及させることについて、担当者会議の場でも口頭で要望したものであるが、改めて要

望書として提出するよう要望書（案）を作成した。県の支援制度の概要及び要望事項は添付資

料のとおりである。これまでに、8 件の受付と、30 件の要望・意見等を受けている。 

（市長） 

要望事項（案）中、（4）は、（3）に含まれると考えられるから、（1）～（3）の 3 項目につい

て要望すること。 
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（3）除染推進センターだより（第 13 号）の発行について 

放射能対策課長が資料により説明した。 

富成小学校における放射能を学ぶ特別授業の内容とその様子、仮置場等説明会の実施状況に関

する記事が主である。裏面では、測定結果記録の方法を紹介した。より詳しい内容は、資料に

掲載のとおり。 

（市長） 

ICRP も放射能に関する教育が重要であると言っている。当市でも具体的に計画を立てること

が必要であろう。教科書は国が作っている。伊達市版の教科書を作ることも必要なのではない

か。 

（教育長） 

伊達市版ではないが、例えば「富成はこうした状況である」、「小国はこうした状況である」と

いうきめ細やかな内容で、平成 25 年度から各学校で放射能教育に取り組む予定である。来年

度の教育計画の中では、各学校の教師が行う。ただし、特別課題を多く抱えているような場合

は、専門的な講師を招いて行う。 

（市長） 

3 月～4 月は、教師の異動もあることから、教師に対する教育も求められるのではないか。 

（教育長） 

教師もワークショップやオリエンテーションなど、放射能に対する理解を深める試みを行って

いるが、今後も徹底しなければならない。 

（市長） 

子供の教育に用いて使用した資料は、親も見ることになるから、きちんと作成しておかなけれ

ばならない。子供に教育することを通じて、親にも放射能について良く知ってもらえることに

つながる。そうした戦略も次第に考えていきたい。 

 

 

（4）農業情報市「たがやす」（第 5 号）の発行について 

産業部次長が資料により説明した。 

原料柿の処分に係る記事を主として、自家用農産物のモニタリング調査結果及び平成 24 年産

米の全量全袋検査の実施状況等について掲載した。その他の記事に関しては、資料に掲載のと

おり。 

（産業部長） 

平成 24 年産米の全量全袋検査の実施状況に関して、当初は 18 万袋として予定していたが、実

際は、18 万袋より少ない量になる見込みである。 

現在までに基準値を超えたコメはなく、11 月中にも検査は終了する状況である。 

（市長） 

先の話となるが、これまでの稲作も含めた、農業全般の方針や手法等をとりまとめても良いの

ではないかと考えている。農作物は、種類によって放射性物質が良く検出されるものがあった

り、あまり出ない種類の作物があったりと、最近は傾向がつかめてきた。そうした傾向も踏ま

え、来年度は、どういった部分について注意するか等を周知することも必要だろう。 

 



 

- 3 - 
 

2 その他 
（1）災害対策号（第 70 号）の発行について 

秘書広報課広報広聴係長が資料により説明した。 

（市長） 

今号は、ガラスバッジの回収に関する記事を掲載した。ガラスバッジの回収が始まってから 2

箇月が経つが、現在の回収率は 85％である。この数字は高いように見えるが、85％ではだめ

である。100％を目指さなければならない。仮に 100％に達しなくても、99.9％を目指すくら

いでなければならない。ガラスバッジの配布は、一人ひとりの実測の線量を確認することが目

的なのである。 

回収できないガラスバッジは、費用として市が支出することになるため、ガラスバッジ回収毎

に、約 3000 万円程度の費用を支出しているようでは、見逃すことはできない問題となる。 

そのためにも回収率を上げなければならない。 

 

（市民生活部長） 

ガラスバッジ未回収 15％については、対象者の傾向など、何か理由はあるのか。 

（健康推進課長） 

傾向や理由等はまだ把握していない。きちんとした測定値を把握するために、回収率 100％を

目指して進めてまいりたい。 

（市長） 

回収プロジェクトチームは発足したのか。 

（健康推進課長） 

回収プロジェクトチームは発足した。11/16 に回収をお願いする通知を発送したため、その通

知に記載した回収期限を過ぎれば、チームによる電話や訪問による回収作業を開始したい。 

（市長） 

9 月末までの測定で回収するガラスバッジについて、10 月第 2 週頃までに回収できていないの

であれば、回収の督促をしてよい。遅れれば遅れるほど、ガラスバッジの紛失等も増える。 

次回の測定は、12 月末までの測定で、1 月回収なのであるから、1 月半ばには回収の督促を行

うべき。回収プロジェクトチームは早く機能させること。 

 

 

 

（市長） 

梁川町堰本地区のモデルケースの状況はどうか。 

（除染推進センター所長） 

梁川町堰本地区には 3 つの大字があるが、そのうち 2 つの大字で線量測定が終了した。 

仮置場の関係では、約 1ha の広さを確保したいという話が出ている。堰本地区では、先日、小

国地区の仮置場を視察した。町内会の視察後の反応は非常に良い手ごたえ。「他地区の除染廃

棄物を受け入れることも差し支えないのではないか」との話も出つつある。 

市が行う除染のことなども踏まえれば、こうした仮置場が確保されることは非常に活用できる

ものであると感じている。 
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（市長） 

非常に大きな前進。ぜひ進めてほしい。堰本地区で他地区の除染廃棄物も受け入れることに決

定した場合は、ぜひ除染推進センターだよりに掲載したい。 

 

国道・県道除染は、どのような状況なのか。 

 

 

（市民生活部長） 

昨日（11/19）、保原土木事務所長がお出でになった。国道・県道の除染に係る予算は、県で確

保されているとのこと。県の土木部における考え方としては、市町村が確保した仮置場に、除

染廃棄物を保管するということである。土木事務所長からは、市と一緒に、仮置場の確保に尽

力したいとの話であった。現在、A エリアには約 21ha の仮置場が確保してあり、余裕がある

ところは、地元の理解が得られれば搬入可能であるため、仮置場のある地元町内会に対し、県

としても説明とお願いをしていくとのことであった。 

（市長） 

当市の場合は、国道 4 号線を除いて、すべて県の対応となるだろう。 

（市民生活部長） 

急がれるのは、A エリアの国道・県道の除染である。C エリアに係る市道の除染は、建設部で

担当している。A 及び B エリアの市道は、放射能対策課で発注する除染業務に含まれている。 

保原土木事務所は、A、B 及び C エリアの国道・県道の除染を行うことになる。 

取りまとめ窓口は、放射能対策課で行う。 

（市長） 

除染発注の方法だけでも数通りの発注形式が考えられることから、よく協議の上進めること。 

 

 

 

 

 

 

《次回本部会議》 

平成 24 年 12 月 11 日（火） 17 時 00 分～ 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


